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１ はじめに 

土砂災害に対する警戒避難体制の課題として、①土砂災害

警戒区域等の基礎調査が完了しておらず土砂災害の危険性

が住民に認識されていない、②避難勧告等の発令が災害発生

に間に合わない場合がある、③避難場所・避難経路が危険

な区域内に存在するなど避難体制が不十分な場合がある、

等が挙げられている。 

特に、土砂災害の危険性の高い中山間地域では、過疎化・

高齢化による地域防災力の低下が喫緊の問題となっている。 

本研究では、土砂災害による孤立の危険性が高い地域で

ある山梨県早川町中洲地区、塩島地区および早川北小学校

を対象に、住民主体で作成する地区のハザードマップの作

成手順および豪雨による土砂災害（土石流、がけ崩れ）に

対する地区住民の事前行動計画（タイムライン）の作成事

例について報告する。 

２ 近年の行政の動向 

平成25年6月の災害対策基本法の一部改正内容に「地区

防災計画（図－１）の提案」等が追加になった。 

また、土砂災害対策の強化に向けた検討会（平成26年7

月）では、「土砂災害に対するタイムラインの作成を推進す

ること」等が提言されており、土砂災害に対する地域防災

力の向上対策について、具体的な措置を実施することが示

されている。 

さらに、平成26年8月20日の広島土砂災害を契機に、

同年11月に土砂災害防止法が改正され、平成27年1月18

日から土砂災害警戒情報に基づく避難勧告等の発令、避難

場所、避難経路等の明示等の措置が施行されている。 

表－１ 近年の行政の動向 

○災害対策基本法の改正（H24.6，H25.6改正） 

・自主防災組織の充実と、住民の自発的な防災活動の促進 

・指定行政機関の長等への助言の要求と応答義務 

・市町村の居住者等から地区防災計画の提案     等 

○「土砂災害の強化に向けて」提言（H26.7） 

・土砂災害に対するタイムライン（事前行動計画）作成の

推進 

・大規模土砂災害に関する市町村等の自治体支援の強化等 

○土砂災害防止法の改正（H26.11改正） 

・土砂災害警戒情報が発表された場合、市町村長は直ちに

避難勧告等を発令する 

・地域防災計画に土砂災害警戒区域に係る避難場所及び避

難経路に関する事項、避難訓練の実施に関する事項等を

定める                     等 
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１ 対象地区の範囲

２ 基本的な考え方

基本方針

活動目標

長期的な活動計画

３ 地区の特性

自然特性

社会特性

防災マップ

４ 防災活動の内容

防災活動の体制

平常時の活動

発災直前の活動

復旧・復興期の活動

市町村、消防団等との連
携

５ 実践と検証

防災訓練の実施・検証

防災意識の普及啓発

計画の見直し  

図－１ 地区防災計画作成の枠組み 

３ 地域防災力向上方策の検討の流れ 

地域防災力の向上を目的として、土砂災害防止法の一部

改正（平成26年11月）や災害対策基本法の一部改正（平成

25年6月）を踏まえて、地区住民と小学校関係者が参加した

地域防災に関する検討会（ワークショップ）を開催し、地

区住民主体で作成するハザードマップと事前行動計画（タ

イムライン）の検討を実施した。 

以下に地域防災力向上方策として検討した流れを示す。 

① 地区住民から既往の土砂災害等の事象を確認、整理 

② 土砂災害とその対応シナリオを検討、確認 

③ 土砂災害に対して安全な緊急指定避難場所、避難経路

等の確認 

④ 地区のハザードマップの作成 

⑤ 避難ルール（気象予警報、地域の危険信号（土砂流出

等）に対する避難行動等）の確認、整理 

⑥ 地区住民の事前行動計画（タイムライン）の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 地区住民等から成るワークショップ状況 

市町村地域防災計画

市町村防災会議

地区防災計画（案）

○○地区ワークショップ
により検討・作成



４ 住民主体で作成する地区のハザードマップ 

ハザードマップは土砂災害からの円滑な避難のために重

要なものであり、土砂災害警戒区域等の範囲や避難場所等

を明示する以外に、土砂災害警戒区域等の監視ポイント、

そこから避難する際の手順を示した避難のポイントおよび

注意すべきポイントをなるべく明確にして、地区住民が実

際に行動可能な内容とした。 

表－２ 監視ポイントの例 

○小学校職員が塩島沢からの流れ込みの有無を監視するポ

イント 

○小学校の裏山のがけ崩れを監視するポイント 

表－３ 避難のポイント（流れ）の例 

①気象情報を確認 

②自宅の屋外を点検 

③県道の規制を確認 

④塩島沢、南山沢の状況を確認 

⑤土砂災害警戒情報の確認。新宮川を渡れる場合は、早川

北小学校に避難 

⑥新宮川の状況を確認 

⑦逃げ遅れた場合には２Fに逃げるか近くの頑丈な建物に

避難 

表－４ 注意（豪雨時等）の例 

○水の濁りや量に気を付ける 

○土砂流出に注意！ 

 

図－３ 住民主体で作成したハザードマップ例 

５ 地区住民の事前行動計画（タイムライン） 

避難勧告等の発令時には、あらかじめ想定していた避難

場所への避難が基本となるが、時間的余裕がない場合は近

隣の堅牢な建物の高層階への避難、さらに屋外に移動する

ことが危険な場合には垂直避難やがけとは反対側の２階へ

の避難措置をとることが重要である。 

本タイムラインは、台風等による降雨の発生をトリガー

として、気象予警報と地域の危険信号（土砂流出等）に基

づき教育委員会を含めた早川町と住民の事前行動を取り決

めたものである。 

 

図－４ 地区住民の事前行動計画（タイムライン）の例 

６ おわりに 

本研究では地区住民が作成することになっている「地区

防災計画」の項目案である「防災マップ」と「発災直前の

対応」についての土砂災害に関する対応事例を提案した。 

今後は、提案したハザードマップと事前行動計画（タイ

ムライン）に基づき実施する避難訓練や自治会等を通じて、

住民関係者間の連絡体制を随時、確認し、災害対応能力の

向上に対する取り組みを継続することで、以下のＰＤＣＡ

サイクルを通じたさらなる地域防災力の向上を図っていく

ことが望まれる。 
Ｐ：地区防災計画の作成 

Ｄ：訓練、講習会等の実施 

Ｃ：自治会での計画等の見直し 

Ａ：土砂災害時等の避難行動 
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